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オーストラリア国税庁がグローバル大企業グループに影響を与える輸入され

たハイブリッド・ミスマッチ規定（Imported Hybrid Mismatch Rules）に
関するガイダンスのドラフトを発表

一般的に、ハイブリッド・ミスマッチは、企業が法人税の全体コストを繰り延べたり減らすため、金融商

品や事業体に関する複数国間における税務上の取扱いの差異を利用することで発生します。

2021 年 4 月 21 日、オーストラリア国税庁（ATO）は、コンプライアンス実務指針のドラフト PCG
2021/D3 輸入されたハイブリッド・ミスマッチ規定（Imported hybrid mismatch rule）－ATO のコン
プライアンスアプローチ (PCG 2021/D3)を公表しました。

オーストラリアからの支払いによって発生する受領国での収入が直接的もしくは間接的に「オフショア・

ハイブリッド・ミスマッチ」（オーストラリア非居住事業体間で完結するハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメン

ト)と呼ばれるオーストラリア国外のハイブリッドミスマッチ・アレンジメントにより生じた控除額と相殺され

る場合、輸入されたハイブリッド・ミスマッチ規則によりオーストラリアでの損金算入が認められなくなりま

す。

PCG 2021/D3 には、リスクの高さを 8 段階で評価するフレームワーク（注 1）が示されおり、ホワイトゾ

ーン（ATO が納税者に認可を付与）から、グリーン（低リスク）、レッド（高リスク）と色分けされています。

納税者は、報告義務のある税務ポジション（Reportable Tax Position - RTP）スケジュールの作成

が要求される場合、関連者間の取決めについて輸入されたハイブリッド・ミスマッチ規定適用のリスクを

自己査定する必要があります。納税者のリスク評価がホワイトゾーンまたはブルーゾーン（低リスク）以

外である場合、その取決めがオーストラリア税法に順守しないものと自動的に見なされることはありませ

んが、ATO はその取決めの税務上の取扱いの妥当性を確認するための調査を行う可能性が高くな

ります。

PCG 2021/D3 のその他の主な所見は次の通りです。

 オーストラリアの納税者は、仕組まれた取決めがオフショアでのハイブリッド・ミスマッチ・アレンジ

メントと輸入された支払い(importing payment)を含む場合、仕組まれた取決めの全体像に

関連する情報を持っている、または情報を取得することができると見なされる。つまり、納税者

は、支払いが仕組まれた取決めに基づき国外関連者に対して行われたかどうか、分析する必

要がある。

https://www.ato.gov.au/law/view/document?DocID=DPC/PCG2021D3/NAT/ATO/00001
https://www.ato.gov.au/law/view/document?DocID=DPC/PCG2021D3/NAT/ATO/00001


 直接的または間接的にオフショア・ハイブリッド・ミスマッチに対して支払いが行われた場合、輸

入されたハイブリッド・ミスマッチが存在するかどうかを判断するための推奨される方法には次の

いずれかが挙げられる。

o トップダウンアプローチ：Division 832 支配グループが、グループ内でのオフショア・ハイ

ブリッド・ミスマッチを特定し、当該オフショア・ハイブリッド・ミスマッチがオーストラリアに輸

入（移転）されているかどうかを判断する。

o ボトムアップアプローチ：オーストラリアの納税者が、国外関連者に対する直接的な支

払いがオフショア・ハイブリッド・ミスマッチに輸入（移転）されているかを判断する。支払

いを受領する各国外関係者が、当該事業体などからの支払について同様の分析を

行う。

 オーストラリアの納税者は他国で適用されたハイブリッド・ミスマッチ規定の適用の分析に頼る

だけでなく、オーストラリアのハイブリッド・ミスマッチ規則下で異なる結果となるかどうかを判断す

る必要ある。

 仕組まれていない取決めについては、Division 832 支配グループメンバーへの支払損金算入

額が 200 万豪ドル未満の場合、セーフハーバーが適用されリスク評価が低中程度となる（ブ

ルーはリスクレベルが下から 3 番目）。仕組まれていない取決めの下で Division 832 支配グ

ループへの支払いのうち最低でも 90％が無効化されず、輸入されたハイブリッド・ミスマッチを

引き起こさない支払いで、残り 10％未満が課税所得の 2％未満であるという証拠を提示で

きる場合には、中程度のリスク評価（イエロー：下から 4 つめのリスク）が適用される。

 レッドゾーン評価（高リスク）には 3 段階があり、これに含まれるのは、特定の状況での仕組ま

れた取決め、および査定に利用できる情報が不十分な場合である。

Division 832 支配グループにオフショア・ハイブリッド・ミスマッチが存在するか否かを決めるための手順

には、取得したい情報の詳細リスト（海外のハイブリッド・ミスマッチ計算の詳細を含む）を作成し、税

務部門のグローバルヘッドまたはその他適任者へ書面で問い合わせを行うことが含まれます。

ATO により示されたコンプライアンスアプローチは非常に詳細で、幅広い分析と情報収集を必要とし、

グローバル大企業グループにとって負担を伴う場合があることに注意することが重要となります。

２０２１年度版 RTP スケジュールの指示に基づき、PCG 2021/D3 が確定した時点で自己査定にお

いてハイリスクゾーンとなった、または PCG 2021/D3 をまだ適用していない納税者は、税務申告で当

該スケジュールの提出が義務づけられる場合、RTP スケジュールでの開示が要求されます。RTP スケ

ジュールの今後の更新については、ハイリスク以外のリスクカテゴリーの開示についても義務づけられる

場合があることが予想されます。 ATO は PCG２０２１/D3 に関して一般からの意見を公募後、同指

針を遡及的に適用するため実務的に 2019 年 1 月から適用される可能性があります。



注 1：リスクの高さを 8 段階で評価するフレームワーク

出典：PCG 2021/D3 | Legal database (ato.gov.au)
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